
 廃車申告は、「車両を廃棄」、「他の人へ譲渡」、「他市へ転出」の際にのみ行っていただく手続きです。なお、他の人へ譲渡、他市へ転出の場合には、 １
５日以内に廃車日と同日付で新規登録を行ってください。また、原動機付自転車・小型特殊自動車は、道路運送車両法にて「一時抹消」が定められておりませ
ん。 ※ 虚偽の手続きがあった場合は、廃車申告を無効とし、遡及して課税となります。

今回の手続きは、上記内容のいずれかに該当しており、以後は該当車両を所有しておりません。　氏名

□ その他

□ 盗難･紛失
□ ミニカー

□ 譲渡 標 識 番 号

※標識交付証明書がない際に記入
　私は標識交付証明書を、（　使用者の紛失　・　届出者の紛失　・　その他（　　　　　　　　　　　　　）　）により提出することができません。
申告内容に変化があった場合は、報告すること及び不正があった場合は責任を負うことを誓います。
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